
デジタル絵画コンテスト 応募要項 

 

【募集内容】 

2035 年の未来の神戸をイメージしたデジタル絵画、イラストなど 

 

【募集期間】 

2024 年９月 30 日（月）まで 

 

【テーマ例】 

2035 年の神戸のまちはどうなっているでしょうか？まち並みや自然、そこで暮らしてい

るひと、神戸ならではの文化、新しい移動手段など、現在と変わっていることや変わらず

に残っていることなど、自由に描いてみよう！ 

 

【応募資格】 

（１）どなたでも応募できます（プロ・アマ、個人・団体及び居住地は問いません）。 

※ただし、18 歳未満の方は、親権者の同意を得たうえで応募してください。 

（２）応募作品数に制限はありませんが、受賞は各コンテスト１名１作品までとなりま

す。 

 

【応募作品規定】 

（１）筆、鉛筆などで描かれた従来の絵画をデジタルスキャンし、デジタル技術で加工し

たものも応募対象となります。 

（２）応募していただく作品は、応募者が制作し、すべての著作権を有するオリジナル作

品で、他のコンテスト等に応募していないものに限ります。 

（３）既存の著作物の模写やトレースは禁止します。 

（４）生成 AI を活用する場合は、創作的な加工を伴うものとしてください。また、著作

権等の問題がないか、利用する生成サービスの利用規約をよく確認してください。 

（５）応募作品に画像等の外部素材を用いる場合は、著作権や肖像権が発生しない権利フ

リーのものを用いてください。第三者の知的財産権その他権利を侵害する可能性や主

張がなされた場合は、主催者は一切責任を負いません。 

（６）動画ファイルは対象外とします。 

（７）1 作品あたり 10MB 以下とし、Jpeg(JPG)/GIF/PNG/BMP/PDF 形式のファイル、

またはそれを圧縮した ZIP 形式のファイルで応募してください。 

（８）応募作品点数に制限はありませんが、1 回の送信で 1 作品となります。 

 

 



【審査基準】 

①趣旨 ：2035 年の未来の神戸をイメージしたデジタル絵画、イラストとなっているか 

②主題性：その作品の中で何を訴えたいか、制作者の意図が伝わるか 

③表現性：構図、デザイン、色の表現力に優れているか   

④独創性：独自の工夫が織り込まれているか 

⑤地域性：神戸の魅力が伝わるものか 

 

【応募方法】 

公式 HP にある応募フォームより必要事項をご記入の上、応募作品をアップロードして

ください。 

 

【注意事項】 

（１）応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、神戸市、または神戸市が許可した団体

は、応募者の許諾を要することなく無償で、作品を、Web ぺージ、イベント・ＰＲ等

に利用し、営利目的以外の用途で二次利用できるものとします。その際の制作物の著

作権は神戸市に帰属します。また、トリミング等、画像の一部を加工して使用するこ

とがあります。（このとき第三者に貸与することがありますので、ご了承ください）。

その場合でも応募者は著作者人格権を行使しないものとします。なお、営利目的で利

用する場合には、応募者に事前に目的、条件（有償、無償）を説明した上で、許諾が

得られたものについてのみ利用します。 

（２）応募作品に掲載されるものは、著作権等の知的財産権の処理が必要ないもの、必要

な許諾手続が済んだものとしてください。また、特定の企業名や商品名が分かるもの

は掲載しないようにしてください。 

（３）応募作品に関し、第三者の肖像権や名誉・プライバシーその他の権利を侵害するこ

とのないよう注意してください。 

（４）応募作品の作成に際して起こった事故、その他一切のトラブル（応募作品に関して

知的財産権を有する者からの損害賠償請求等の法的請求を含む）については応募者の

責任と負担で解決するものとし、神戸市は一切の責任を負わないものとします 

（５）応募内容や応募作品に関し、虚偽や違反などがあった場合や他人の権利を侵害する

と判断した場合は、審査の対象外とします。また、入賞作品の発表後でも入賞を取り

消し、賞金の返還を求めることがあります。 

 

 

 

（６）次の内容に該当する又は該当するおそれがあると判断される作品は、応募者に通知

することなく審査対象から除外します。 



     1.法令等に違反するもの 

     2.暴力的・差別的・卑猥な表現を含む又は犯罪を助長するなど公序良俗に反するもの 

     3.個人・企業・団体など他者の名誉を毀損する又はプライバシーを侵害するもの 

     4.第三者の著作権、商標権、肖像権、その他知的財産権を侵害するもの 

     5.企業や商品などの宣伝若しくは政治・宗教等特定のイデオロギーの宣伝又は勧誘を           

意図するもの 

     6.当コンテストの趣旨やテーマに反し、神戸市のＰＲ用の作品としてふさわしくない

表現を含むもの 

     7.その他、主催者が不適切と判断した内容を含むもの 

（７）応募の時点で、募集要項すべてに承諾をいただいたものとみなします。 

（８）肖像や著作物など、他人が権利を有するものを利用した応募作品については、事前

に使用許諾承認を得てください。 

（９）未成年の方が応募する場合、親権者の同意の上、応募してください。 

（10）応募に関して要する一切の経費は応募者の負担とします。 

（11）応募作品の返却は行いません。 

 

【個人情報の取り扱い等】 

応募者の個人情報は、当コンテストの運営に必要な範囲で使用し、それ以外の目的には

使用しません。 

作品の利用にあたり、応募者の氏名（ニックネームでも可）・団体名、住まいの市区町

村名、作品の説明を公表させていただく場合があります。 

 


